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証券コード 5838
（発信日）2024年６月11日

（電子提供措置の開始日） 2024年６月5日
株 主 各 位

東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 16 番 5 号

楽 天 銀 行 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 永 井 啓 之

第25期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当行第25期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際して、株主総会参考書類等の内容である情報は、電子提供措置をとって

おりインターネット上の下記ウェブサイトに掲載しております。当日ご出席されない場合は、電
子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、2024年６月26日（水曜日）午後5時
30分までに後記の議決権行使のご案内にしたがって議決権を行使くださいますようお願い申し
上げます。

当行ウェブサイト「株主総会・招集通知」ページ
https://www.rakuten-bank.co.jp/corp/investors/stock/meeting.html
上記のウェブサイトにアクセスして、「招集ご通知」を選択の上、ご覧ください。

敬 具
記

1 日 時 2024年６月27日（木曜日）午前10時開催（午前９時から受付開始）
2 場 所 東京都品川区北品川四丁目７番36号

東京マリオットホテル ザ・ゴテンヤマボールルーム
3 株主総会の目的事項

報告事項 1. 第25期（自2023年４月１日 至2024年３月31日）事業報告の内容、連結計
算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第25期（自2023年４月１日 至2024年３月31日）計算書類の内容報告の件
決議事項 第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとして

の報酬額及び内容決定の件
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議決権行使書
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また、当行ウェブサイトのほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証「上場会社情報」掲載ページ：https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記のウェブサイトにアクセスして、当行名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」
を順に選択の上、ご覧ください。

株主総会ポータルⓇ（三井住友信託銀行）：https://www.soukai-portal.net
同封の議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、株主総会ポータルログインID・パスワードをご入力く
ださい。
※電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
※機関投資家の皆さまにつきましては、株式会社ICJに事前に申し込まれた場合には、同社が運営する「議決権
電子行使プラットフォーム」をご利用いただくことができます。

以 上
議決権行使に関する事項
・議決権行使書及びインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等による議決
権行使を有効とさせていただきます。

・インターネット等による議決権行使が複数回行われた場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせていた
だきます。

・ご送付いただいた議決権行使書の各議案に賛否の表示がない場合は、賛の表示があるものとして取り扱わせて
いただきます。

書面交付請求された株主様へご送付している書面について
当該書面には、法令及び当行定款第14条第２項の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。
・事業報告のうち「当行の新株予約権等に関する事項」、「業務の適正を確保する体制」及び「業務の適正を確保
するための体制の運用状況の概要」、連結計算書類のうち「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」、
計算書類のうち「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

議決権行使は、簡単・便利な「スマート行使®」をご利用ください。
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブ
サイトにログインすることができます。

❶ 議決権行使書用紙右下のQRコード®を読み取ってください。

※QRコードⓇは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

❷ 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

ご注意

「スマート行使®」での議決権
行使は1回に限り可能です。

一度議決権を行使した後で行使内容
を変更される場合、再度QRコードⓇ

を読み取り、議決権行使書用紙に記
載の議決権行使コード及びパスワー
ドをご入力いただく必要がありま
す。
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議決権行使のご案内
当日ご出席されない場合は、以下の書面又はインターネット等により議決権を行使することができます。

書面により議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、下記の日時までに到着するよ
う折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使される場合
議決権行使書用紙に記載のQRコード®又はウェブサイトにアクセスの上、下記の日時まで
に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使期限 2024年６月26日（水曜日） 午後5時30分

インターネットによるライブ配信のご案内
パソコン・スマートフォン等より、以下のURLにアクセスし、ログインID・パスワードをご入力のうえ、ご視聴
ください。

配信開始日時 2024年６月27日（木曜日）午前10時

視聴ログインURL https://5838.ksoukai.jp

ログインID： 株主番号 パスワード： 株主名簿ご登録住所の郵便番号

●ご出席の株主さまの容姿は映さないように配慮いたしますが、やむを得ず映り込んでしまう場合がございます。
●インターネットの通信環境等により、映像及び音声の乱れ、配信の中断等の不具合が生じる場合がございます。
●ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。
●ライブ配信参加に要する通信機器類やインターネット接続料、通信費等の一切の費用は、株主様のご負担とさせていただきます。
●ログインID・パスワードの第三者への提供、ライブ配信の映像・音声の記録・複製や第三者への提供等は禁じます。
●ライブ配信につきましては、万全を期しておりますが通信環境の悪化やシステム障害等の不測の事態により参加できない場合がある
ほか、状況によっては中止することがありますので、予めご承知おきください。

事前質問の受付についてのご案内
議決権行使書用紙に記載のQRコード®又はURL（https://www.soukai-portal.net）から株主総会ポータル®トッ
プ画面へアクセスし、「事前質問へ」ボタンを押下し、ご質問をご入力の上、ご送信ください。

受付期限 2024年６月19日（水曜日） 午後５時まで
お問合せ
株主総会ポータル®サイト
並びに議決権行使ウェブサイトの
操作方法に関するお問合せ

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
0120−652−031 ９時〜21時

ライブ配信の接続に関する
お問合せ

株式会社ブイキューブ
03-6833-6281 ６月27日（木曜日）９時〜株主総会終了まで
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株主の皆さまへ

　皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当行は、2023年４月21日に東京証券取引所プライム市場に新規上場いたしました。これも
ひとえに皆さまのご支援の賜物と心より感謝申し上げます。
また、「令和６年能登半島地震」により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。
2023年度を振り返ると、当行は、多くのお客さまにご支持をいただき、預金口座数が1,500
万口座を突破し、単体預金残高が10兆円を突破する等、大きなマイルストーンを達成し、国内
で最大の口座数と預金量を有するデジタルバンクとしての地位を確固たるものにしました。
2023年度の連結経常収益は、金利収益の伸びが牽引して1,379億円（前連結会計年度比14%
増）、連結経常利益は、事業規模の拡大により経営効率が向上することにより483億円（同24%
増）となり、それぞれ過去最高を達成しました。
当行は、銀行業を営むものとしての社会的責任と公共的役割を自覚し、高い自己規律に基づく
健全かつ効率的な業務運営を心がけることにより、社会からの揺るぎない信頼を得て当行の存在
価値を確立することに努めてまいりました。また、楽天グループの強固な顧客基盤とデジタルバ
ンクとしての強みを活かして事業の拡大、収益力の強化に注力してまいりました。併せて、楽天
グループの一員として「Mission、Vision、Values�and�Principles」を共有し、FinTech領域
におけるグローバルイノベーションカンパニーを目指し、企業価値を高めながら社会に貢献し、
社会との共生を目指して事業を営んでまいりました。時間や場所の制約に捉われず、お客さまに
利便性の高い銀行サービスをいつでも、どこでもご利用いただくことができる最高水準のデジ
タルバンキングサービスを提供すべく、常にお客さまの声に耳を傾けながらサービスのレベル
アップを図り、「安心・安全で最も便利な銀行」となることを目指しております。
これからもFinTechのリーディングカンパニーとして、業容
の拡大、業績の向上、企業価値の最大化を通じて、株主の皆さ
まに貢献してまいります。より良い未来のために、当行の事
業を通じて社会の発展に貢献すべく、行員一丸となって取り
組んでまいりますので、株主の皆さまには今後もご理解とご
支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

2024年６月
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件
１ 提案の理由
2021年６月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款

に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（物理的な会場を設けず、取締役や株主等が
インターネット等の手段を用いて出席する株主総会。いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が可能とな
りました。当行といたしましては、改正法の趣旨を踏まえ、感染症や自然災害を含む大規模災害発生時等のリス
ク低減や社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆さまの利益に
資するものと考え、定款第11条第２項の新設を提案いたします。
なお、当行は2023年７月27日をもって本定款一部変更に必要となる産業競争力強化法（平成25年法律第98

号）第66条第１項に基づく経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

２ 変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。

（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案

第３章 株 主 総 会
（招集）

第３章 株 主 総 会
（招集）

第11条 当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれ
を招集し、臨時株主総会は、必要があると
きに随時これを招集する。

第11条 当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれ
を招集し、臨時株主総会は、必要があると
きに随時これを招集する。

（新設） ２ 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会
とすることができる。
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第２号議案 取締役５名選任の件
取締役永井啓之氏、三木谷浩史氏、海老沼英次氏、茅野倫生氏及び長門正貢氏の５名は、本定時株主総会終結

の時をもって任期満了となりますので、改めて永井啓之氏、三木谷浩史氏、海老沼英次氏、茅野倫生氏及び長門
正貢氏の５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりです。

候補者
番 号 氏 名 当行における現在の地位 取締役

在任期間
取締役会出席状況
（出席率）

１
な が い ひ ろ ゆ き

永 井 啓 之 男 性 再 任 代表取締役社長最高執行役員 10年 100％
（17回/17回）

２
み き た に ひ ろ し

三木谷 浩 史 男 性 再 任 取締役会長 2年
2か月

100％
（17回/17回）

３
え び ぬ ま え い じ

海老沼 英 次 男 性 再 任 社 外 独 立 社外取締役 8年 100％
（17回/17回）

４
か や の み ち お

茅 野 倫 生 男 性 再 任 社 外 独 立 社外取締役 2年
6か月

100％
（17回/17回）

５
な が と ま さ つ ぐ

長 門 正 貢 男 性 再 任 社 外 独 立 社外取締役 2年 100％
（17回/17回）

新 任 新任取締役候補者 再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員
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社外取締役
比率

社外監査役
比率

3名/5名
60％

3名/4名
75％

選任・解任

協議・報告

審議・協議・報告

意見表明

選任・解任 選任・解任

報告

監査

監査

連携

連携

連携 監査報告

指示
決議・報告

報告

選定・解職・監督 選定・解職・監督

決裁 内部監査諮問・報告

報告

株主総会

特別監視委員会 監査役会

監査役会事務局

会計監査人（監査法人）

取締役会

各業務執行本部

代表取締役社長

経営会議

内部監査室

コンプライアンス委員会 リスク管理委員会
案件委員会ALM委員会 運用委員会
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ご参考 コーポレート・ガバナンス

■ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、企業価値の向上・最大化と銀行としての社会的使命を果たすことがコーポレート・ガバナンスの基本

であるとの認識のもとで、経営方針決定プロセスの透明性・健全性の確保、相互牽制態勢の強化、コンプライア
ンス体制の整備、情報開示の推進等を通じて、コーポレート・ガバナンスを強化し、効率的かつ公正な意思決
定・業務運営システムを確立することを基本とした経営管理組織の整備を図っています。

■ コーポレート・ガバナンス体制
当行は、経営方針決定プロセスの透明性・健全性を確保し、適正・効率かつ公正な意思決定・業務運営プロセ

スを確立するため、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役会を監査することが業務執行の適正性確保に
有効であると判断し、監査役会設置会社の形態を採用しています。
取締役会は、社外取締役３名を含む５名で構成されており、

社外取締役には経済界で豊富な経験を有する経営者・実務家が
就任し、客観的な立場から経営陣の業務執行を評価・監督する
体制としています。
監査役会は、独任制のもとに監査を行う社外監査役３名を含

む監査役４名で構成されており、金融界での豊富な経験と知識
を有する専門家として、経営陣を監視・監督する機能を高めて
います。

■ 体制図
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取締役在任年数

10年
取締役会出席状況

100％
（17回/17回）
所有する当行株式数

5,000株

候補者番号

１
な が い ひ ろ ゆ き

永 井 啓 之 生年月日

1964年10月４日生
再 任

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1987年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
2008年９月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社

楽天KC株式会社（現 楽天カード株式会社）出向
2008年12月 同社執行役員
2009年 3 月 同社常務取締役
2013年１月 当行出向副社長執行役員
2013年５月 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 理事（現任）
2014年６月 当行代表取締役社長最高執行役員（現任）
2014年９月 トランスバリュー信託株式会社（現 楽天信託株式会社）取締役（現任）
2015年４月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）上級執行役員
2016年４月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）常務執行役員
2020年５月 樂天國際商業銀行股份有限公司 董事（現任）

取締役候補者とした理由
永井啓之氏は、多岐にわたる銀行業務を長年経験し、楽天グループ入り後も、楽天グループ株式会社上級執行役員、楽天カード株
式会社取締役常務執行役員等の重責を歴任してきました。2014年に当行社長に就任して以来、10年以上にわたり、当行の経営全
般を指揮し、短期間での着実かつ大きな成長を実現してきているところです。当行がさらに成長し、企業価値を飛躍的に高めてい
くため、引き続き選任をお願いするものです。
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取締役在任年数

2年
2か月

取締役会出席状況

100％
（17回/17回）
所有する当行株式数

0株

候補者番号

２
み き た に ひ ろ し

三木谷 浩 史 生年月日

1965年３月11日生
再 任

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1988年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
1993年５月 ハーバード大学経営大学院修士号取得
1996年２月 株式会社クリムゾングループ（現 合同会社クリムゾングループ）代表取締役社長（現 代

表社員）（現任）
1997年２月 エム・ディー・エム株式会社（現 楽天グループ株式会社）設立 代表取締役社長
2001年２月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）代表取締役会長兼社長（現任）
2004年３月 同社最高執行役員（現任）
2006年４月 株式会社クリムゾンフットボールクラブ（現 楽天ヴィッセル神戸株式会社）代表取締役

会長（現任）
2010年２月 一般社団法人eビジネス推進連合会（現 一般社団法人新経済連盟）代表理事（現任）
2011年10月 公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団 理事長（現任）
2012年８月 株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー（現任）
2016年７月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） グループカンパニーディビジョングループプ

レジデント（現任）
2017年７月 楽天アスピリアンジャパン株式会社（現 楽天メディカル株式会社）代表取締役会長（現

任）
2020年２月 AST & Science, LLC Director（現任）
2022年３月 楽天モバイル株式会社代表取締役会長（現任）
2022年３月 楽天カード株式会社取締役会長（現任）
2022年４月 当行取締役会長（現任）
2022年４月 Rakuten Medical, Inc. Vice Chairman of the Board & Co-CEO（現任）
2022年６月 楽天ペイメント株式会社取締役会長（現任）
2022年７月 楽天インシュアランスホールディングス株式会社取締役会長（現任）
2022年10月 楽天証券ホールディングス株式会社取締役会長（現任）
2023年 8 月 楽天シンフォニー株式会社代表取締役会長兼CEO（現任）

取締役候補者とした理由
三木谷浩史氏は、1997年２月の現楽天グループ株式会社設立以来、代表取締役として楽天グループの経営を指揮し、他に類を見
ない革新的なビジネスモデル「楽天エコシステム」を確立させてきました。また、楽天グループ株式会社代表取締役会長、楽天カ
ード株式会社取締役会長及び楽天モバイル株式会社代表取締役会長を兼任している等、豊富な実績と経験が、当行の機能強化に資
すると考え、引き続き選任をお願いするものです。
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取締役在任年数

8年
取締役会出席状況

100％
（17回/17回）
所有する当行株式数

0株

候補者番号

３
え び ぬ ま え い じ

海老沼 英 次 生年月日

1957年７月３日生
再 任 社 外 独 立

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1980年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
2000年９月 株式会社みずほホールディングス 人事企画部参事役（出向）
2003年４月 株式会社オリンピック社長室長兼総合企画室長
2008年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 虎ノ門総合法律事務所入所
2013年１月 田辺総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
2014年６月 株式会社ミライト・ホールディングス（現 株式会社ミライト・ワン）社外取締役
2016年６月 当行社外取締役（現任）
2019年３月 シンバイオ製薬株式会社社外監査役
2019年６月 東光電気工事株式会社社外監査役
2021年３月 シンバイオ製薬株式会社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
海老沼英次氏は、弁護士として専門的な知識・経験を有しているほか、株式会社みずほホールディングス人事企画部参事役及び株
式会社オリンピック社長室長兼総合企画室長等として培った豊富な経験と見識を有しており、当該知識・経験に基づいた客観的観
点からの助言等を期待できるほか、当行のコーポレート・ガバナンスの一層の充実に反映していただくために、引き続き社外取締
役として選任をお願いするものです。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありま
せんが、上記理由及び当行における実績により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。
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取締役在任年数

2年
6か月

取締役会出席状況

100％
（17回/17回）
所有する当行株式数

0株

候補者番号

４
か や の み ち お

茅 野 倫 生 生年月日

1954年７月22日生
再 任 社 外 独 立

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1977年４月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
2001年４月 同行情報システム企画部副部長
2005年６月 株式会社日本総合研究所銀行システム第一事業本部長
2006年６月 同社執行役員銀行システム第一事業本部長
2010年７月 同社常務執行役員第一開発部門長
2015年７月 同社取締役専務執行役員開発推進部門・基盤開発部門担当役員
2017年６月 株式会社富山第一銀行シニアアドバイザー
2018年６月 当行社外監査役
2021年５月 日本年金機構システムアドバイザー
2021年12月 当行社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
茅野倫生氏は、株式会社三井住友銀行情報システム企画部副部長及び株式会社日本総合研究所取締役専務執行役員等並びに当行社
外監査役として培った豊富な経験と見識を有しており、当該知識・経験に基づいた客観的観点からの助言等を期待できるほか、か
かる経験と見識を当行のコーポレート・ガバナンスの一層の充実に反映していただくために、引き続き社外取締役として選任をお
願いするものです。
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取締役在任年数

2年
取締役会出席状況

100％
（17回/17回）
所有する当行株式数

0株

候補者番号

５
なが と まさ つぐ

長 門 正 貢 生年月日

1948年11月18日生
再 任 社 外 独 立

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1972年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
2000年６月 同行執行役員営業第二（自動車・電機）部長
2001年６月 同行常務執行役員調査本部長
2002年４月 株式会社みずほ銀行常務執行役員（支店営業管轄）
2003年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）常務執行役員米州地域統括
2006年６月 富士重工業株式会社専務執行役員
2007年６月 同社取締役専務執行役員全海外営業管掌
2010年６月 同社代表取締役副社長
2011年６月 シティバンク銀行株式会社取締役副会長
2012年１月 同行取締役会長
2015年５月 株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長
2015年６月 日本郵政株式会社取締役
2016年４月 同社取締役兼代表執行役社長

日本郵便株式会社取締役
株式会社ゆうちょ銀行取締役

2016年６月 株式会社かんぽ生命保険取締役
2018年10月 学校法人学習院評議員会評議員（現任）
2021年１月 マッキンゼー・アンド・カンパニー シニアアドバイザー（現任）
2021年２月 Insight Partners シニア・アドバイザー（現任）
2022年２月 一般社団法人日本工業俱楽部理事（現任）
2022年６月 当行社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
長門正貢氏は、 株式会社ゆうちょ銀行・日本郵政株式会社において取締役兼代表執行役社長を務めるなど要職を歴任し、企業経営
者として培った豊富な経験と見識を有しており、当該知識・経験に基づいた客観的観点からの助言等を期待できるほか、かかる経
験と見識を当行のコーポレート・ガバナンスの一層の充実に反映していただくために、引き続き社外取締役として選任をお願いす
るものです。
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（注）1. 海老沼英次氏、茅野倫生氏及び長門正貢氏は、社外取締役候補者です。
2. 取締役との責任限定契約について

当行は取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で、当行への損害賠償責任を一定範囲
内に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。
非業務執行取締役候補者である三木谷浩史氏は、現在当行の非業務執行取締役であり、また、社外

取締役候補者である海老沼英次氏、茅野倫生氏及び長門正貢氏は、現在当行の社外取締役です。
当行は既に各氏との間で責任限定契約を締結しており、各氏が取締役に再任された場合、当該責任

限定契約を継続する予定です。
責任限定契約の内容の概要は次のとおりです。

① 取締役が任務を怠ったことによって当行に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に
定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

② 上記の責任限定が認められるのは、取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意で
かつ重大な過失がないときに限るものとする。

3. 取締役との補償契約について
当行は取締役との間で、会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用及び同項第２号の

損失を法令の定める範囲内において当行が補償することを内容とする補償契約を締結することにして
おります。当行は 取締役候補者である永井啓之氏、三木谷浩史氏、海老沼英次氏、茅野倫生氏及び長
門正貢氏との間で既に補償契約を締結しており、各氏らが取締役に再任された場合、当該補償契約を
継続する予定です。

4. 取締役との役員等賠償責任保険契約について
当行は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員

等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと
又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、
故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、各候補者
が取締役に再任された場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する
予定です。

5. 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
現在当行の社外取締役である社外取締役候補者が社外取締役に就任してから本定時株主総会終結の

時までの就任年数は、次のとおりです。

氏名 就任年月日 就任年数
海老沼 英 次 2016年６月29日 ８年
茅 野 倫 生 2021年12月27日 2年6か月
長 門 正 貢 2022年６月27日 ２年

６. 海老沼英次氏、茅野倫生氏及び長門正貢氏の再任をご承認いただいた場合、当行は、３氏を株式会
社東京証券取引所の定める独立役員とする予定です。

以 上
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独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

原則として以下のいずれにも該当しない場合は十分な独立性を有すると判断し、全て独立役員として選定して
います。

Ａ 当行を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者※1又は当行の主要な取引先若しくはその業務執行者
Ｂ 当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

又は団体に所属する者
Ｃ 当行の主要株主又はその業務執行者
Ｄ 最近※2においてAからCのいずれかに該当していた者
Ｅ 就任の前10年以内のいずれかの時において次の①又は②に該当していた者
① 楽天グループ(株)の業務執行者又は業務執行者でない取締役、監査役（社外監査役を独立役員として指
定する場合に限る。）

② 楽天グループ(株)を親会社とする会社の業務執行者
Ｆ 以下に掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
① AからEに掲げる者
② 当行子会社の業務執行者、業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限
る。）

③ 最近において上記②又は当行の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合、業務執行者で
ない取締役を含む。）に該当していた者

※1：会社法施行規則第２条第３項第６号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含みます。
※2：社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点でAからCまでのいず

れかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいいます。
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ご参考 取締役及び監査役のスキルマトリックス

役職名 氏 名 I T 金 融 経 営 法 務 財務・会計

取 締 役
な が い ひ ろ ゆ き

永 井 啓 之 ● ● ●

取 締 役
み き た に ひ ろ し

三木谷 浩 史 ● ● ●

社外取締役
え び ぬ ま え い じ

海老沼 英 次 ● ●

社外取締役
か や の み ち お

茅 野 倫 生 ● ● ●

社外取締役
な が と ま さ つ ぐ

長 門 正 貢 ● ●

監 査 役
し か ど た け お

鹿 戸 丈 夫 ● ●

社外監査役
や ま だ し ん の すけ

山 田 眞之助 ●

社外監査役
し ば の た だ み ち

柴 野 忠 道 ●

社外監査役
み む ら とおる

三 村 亨 ● ●

（注）上記のスキルマトリックスは、本株主総会終結時のものです。
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第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプ
ションとしての報酬額及び内容決定の件

このたび当行では、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、また、当行の業績及び企業
価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、会社法第361条の規定に基づき、2006年６月９日開
催の第７期定時株主総会において承認いただいた報酬枠とは別枠として、当行取締役（社外取締役を除く。）に
対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額等を年額２億円以内とするとともに、スト
ック・オプションの内容について、下記のとおりとすることについて、併せてご承認をお願いするものです。
上記のストック・オプションの目的に加え、新株予約権に関する報酬等の額及び具体的内容は、当行における

取締役の業務執行の状況、貢献度等諸般の事情を総合的に勘案して決定することとしており、また、ストック・
オプションの権利行使により発行される株式の発行済株式総数に占める割合は低く、希薄化率は軽微であること
から、取締役の報酬等の内容は相当であると考えております。
なお、当行の現在の取締役は５名（うち社外取締役３名）ですが、第２号議案（取締役５名選任の件）が原案

どおり承認可決されますと、取締役は５名（うち社外取締役３名）となります。

新株予約権の上限及びその内容は下記のとおりです。

１．新株予約権の数
各事業年度に発行する新株予約権の上限は2,000個とする。

２．新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下「付与

株式数」という。）は200,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）以
降、当行が当行普通株式の株式分割（当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同
じ。）又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる１株未満の端数
については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、そ
の他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調
整することができる。

３．新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
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４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個あたり１円とする。

５．新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行の日（以下「発行日」という。）から40年後の応答日までとする。
ただし、行使期間の初日又は最終日が当行の休業日に当たる場合は、その翌営業日が行使期間の初日とな

り、その前営業日が行使期間の最終日となるものとする。

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、そ
の端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

７．新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当行又は当行の子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員の
地位のいずれもが終了した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使できるものとする。

② 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認
めた場合はこの限りではない。

③ その他権利行使の条件は、当行取締役会の決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当契約書」に定めるところによる。

８．新株予約権の取得条項
① 当行は、新株予約権者が上記7による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約
権を無償で取得することができる。

② 当行は、当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分
割計画、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総
会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、取締役会が別途定める日の到来をもって、
新株予約権を無償で取得することができる。

９．譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。

10．新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、代表取締役に一任する。
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第25期（自
至

2023
2024

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日）事業報告

1. 当行の現況に関する事項
（1）企業集団の事業の経過及び成果等
① 企業集団の主要な事業内容

当行グループ（当行及び当行の関係会社）は、楽天グループ株式会社が49.26％出資す
るインターネットを活用した銀行である当行を頂点として、連結子会社23社及び非連結
子会社４社で構成される企業集団であり、日本においては、個人・法人（事業性個人を含
む）に対して、台湾においては主に個人に対して、多様なお客さまニーズに応える銀行サ
ービス及びこれに付随する金融サービスを提供しています。

② 金融経済環境
当連結会計年度における世界経済は、「アフターコロナ」での経済活動の正常化により

回復傾向にありましたが、長期化するロシア・ウクライナ情勢やイスラエル・パレスチナ
情勢等の影響により不透明感も漂いました。また、原油、原材料価格、人件費の上昇等を
契機とするインフレ進行への対応として、欧米を含む多くの国の中央銀行が連続的に政策
金利を引き上げたことで、逆に高金利による景気悪化への懸念も生じました。日本におい
ては、2023年５月に新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行されたことにより
「アフターコロナ」への転換が進み、経済活動が活発化するとともに、インバウンドの回
復による外国人旅行者の消費も景気回復を後押ししました。金融政策においては、日本銀
行が2024年３月の金融政策決定会合において、賃金と物価の好循環を確認し、２％の
「物価安定の目標」が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断
し、2016年から継続してきたマイナス金利政策の解除を決定しました。その結果、これ
まで−0.1％としていた政策金利を0〜0.1％程度（無担保コール翌日物レート）に引き上
げました。

③ 企業集団を巡るその事業年度における事業の経過及び成果
当行グループは、銀行サービスが重要な社会インフラであるという確固たる認識を持

ち、また新型コロナウイルス感染症への対応として加速した個人の生活や法人の企業活動
のデジタルシフトにより当行グループへの社会的期待が一層高まっていることを十分に踏
まえ、当連結会計年度においても、高性能かつ安定的な決済インフラの運営、システムの
効率化、内部管理態勢の整備を推進しました。併せて、新サービスの導入や資産運用の強
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化等を通じて今まで以上に収益性と成長性を重視した経営に取り組んでまいりました。具
体的には、お客さまに提供するサービスの利便性をさらに向上させるために継続的に決済
サービス等の改善に取り組むとともに、高齢化社会の進展を見据え、社会の多様性に対応
し、お客さまにより多くの選択肢を提供させていただくように商品開発を進めました。
まず、楽天銀行アプリでより多くの支払いを簡単に行うことができるようにするため

に、口座振替とPay-easy（ペイジー）にて支払いができる先を拡大しました。八王子市
の公金の口座振替及びPay-easyの取扱い、並びに宇都宮市、福岡市、千葉県、川崎市の
公金、宇都宮市上下水道局、横浜市水道局の水道料金、日本学生支援機構の奨学金、独立
行政法人中小企業基盤整備機構が取扱う小規模企業共済、株式会社日本政策金融公庫（国
民生活事業及び中小企業事業）の融資金返済の口座振替サービスの取扱いを開始しまし
た。また、「楽天銀行コンビニ支払サービス（アプリで払込票支払）」において、地方税統
一QRコードの取扱いを開始し、当サービスにて支払いができる先を大きく拡大しました。
さらには、楽天証券株式会社との口座連携サービス「マネーブリッジ」の自動スイープ

の対象に国内株式積立注文取引を新たに加えました。この改善は、新NISA制度で積立を
行うお客さまの利便性も向上するものです。また、人生100年時代の到来による価値観や
住まいのあり方の多様化を踏まえ、住宅を購入されるお客さまの住宅ローンの返済負担を
軽減するとともに、将来の住み替え等、様々なライフステージの変化に合わせた住み方を
お客さまご自身でお選びいただける住宅ローンとして、「残価設定型住宅ローン」を一般
社団法人移住・住みかえ支援機構と共同で開発しました。2023年４月に旭化成ホームズ
株式会社と提携し、同６月には大和ハウス工業株式会社と提携して、同住宅ローンの提供
を開始しました。
これらの取組の結果、事業規模については、口座数が2024年２月に1,500万口座を突

破し、2024年３月末には1,523万口座に達し、単体預金残高が2023年12月に
10,000,000百万円を突破し、2024年３月末には10,540,202百万円に達しました。

（事業の成果）
当連結会計年度の業績は以下のとおりとなりました。
当連結会計年度末における資産の部については、貸出金が、投資用マンションローン、

提携ローンの堅調な増加に加えて、カードローン残高が純増に転じたことにより、前連結
会計年度末比288,979百万円増（同7.6％増）の4,069,567百万円、買入金銭債権が、楽
天カード株式会社のクレジットカード債権等を裏付資産とする信託受益権等の購入によ
り、前連結会計年度末比447,752百万円増（同21.2％増）の2,550,812百万円となりま
した。有価証券は、国債、政府保証債、事業債、外国債券等の購入により、前連結会計年
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度末比310,133百万円増（同39.7％増）の1,090,506百万円、現金預け金は、前連結会
計年度末比740,869百万円増（同18.2％増）の4,791,097百万円となりました。この結
果、資産の部の合計額は、前連結会計年度末比1,890,965百万円増（同16.3％増）の
13,480,473百万円となりました。
負債の部については、普通預金が、口座数の伸長や生活口座化の進展に加え楽天証券株

式会社との口座連携サービス（マネーブリッジ）を利用する顧客数の増加もあり、前連結
会計年度末比1,348,900百万円増（同16.5％増）の9,475,548百万円、定期預金が前連
結会計年度末比113,726百万円増（同14.8％増）の878,580百万円となりました。また、
借用金は、日本銀行の貸出増加を支援するための資金供給を活用しているものですが、前
連結会計年度末比288,400百万円増（同12.6％増）の2,565,800百万円となりました。
負債の部の合計額は、前連結会計年度末比1,843,061百万円増（同16.2％増）の
13,200,885百万円となりました。
純資産の部については、資本金が、2023年４月に東京証券取引所プライム市場へ上場

した際の増資等により前連結会計年度末比6,662百万円増（同25.6％増）の32,616百万
円、資本剰余金が、前連結会計年度末比6,662百万円増（同171.6％増）の10,543百万
円となり、利益剰余金が、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により前連結会計年度
末比34,436百万円増（同18.4％増）の221,151百万円となりました。純資産の部の合計
額は、前連結会計年度末比47,903百万円増（同20.6％増）の279,587百万円となりまし
た。
当連結会計年度の連結経常収益は、前連結会計年度比17,504百万円増（同14.5％増）

の137,950百万円となりました。経常収益の内訳を見ると、資金運用収益が、楽天カー
ド株式会社のクレジットカード債権等を裏付資産とする信託受益権残高の増加、及び投資
用マンションローン、提携ローン、カードローン等の貸出金残高の増加により、前連結会
計年度比15,508百万円増（同22.4％増）の84,518百万円となりました。役務取引等収
益は、口座数の増加、生活口座化の進展による為替関連手数料の増加等により、前連結会
計年度比1,697百万円増（同4.1％増）の42,849百万円となりました。その他業務収益
は、新型定期預金（仕組預金）に係る収益等が減少し、前連結会計年度比211百万円減
（同2.5％減）の8,219百万円となりました。また、台湾で2021年1月に営業開始した樂
天國際商業銀行股份有限公司において、前連結会計年度比883百万円増（同67.7％増）
の2,188百万円の経常収益を計上しました。
一方、連結経常費用は、前連結会計年度比7,884百万円増（同9.6％増）の89,583百万

円となりました。経常費用の中では、資金調達費用が、預金残高の伸長による預金利息の
増加等により、前連結会計年度比4,493百万円増（同67.7％増）の11,125百万円となり
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ました。役務取引等費用は、保証付きカードローンの支払保証料が減少したものの、支払
為替手数料等の増加により、前連結会計年度比128百万円増（同0.3％増）の33,407百万
円となりました。また、営業経費は、販売促進費が減少したものの、業務委託費、広告宣
伝費、及びソフトウェア償却費等の増加により、前連結会計年度比2,748百万円増（同
7.0％増）の41,950百万円となりました。樂天國際商業銀行股份有限公司においては、前
連結会計年度比930百万円増（同21.3％増）の5,297百万円の経常費用を計上しました。
これらの結果、連結経常利益は、前連結会計年度比9,620百万円増（同24.8％増）の

48,367百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比6,744百万円増
（同24.3％増）の34,436百万円となりました。
連結自己資本比率（国内基準）については、自己資本額が263,608百万円、リスク・

アセット等の額の合計額が2,409,945百万円となったことから、10.93％となりました。

④ 対処すべき課題
イ．生活口座化の推進

当行グループの収益力を向上し、成長を加速するためには、口座数を増やすことは重
要ですが、それにとどまらず、個人顧客が生活の中で生じる様々な金融サービスへのニ
ーズを満たすために当行口座を利用するように誘導し、決済資金を当行口座に滞留さ
せ、顧客あたりの取引件数、収益額を向上させることが重要です。そのため、当行グル
ープは、楽天グループの顧客基盤等を活用して新規口座を獲得した後、顧客の給与振込
及び口座振替を獲得して預金・為替の拡大を図り、続いて顧客の嗜好に合わせた他のサ
ービスをクロスセルすることにより、顧客口座の生活口座化を推進しています。生活口
座化の推進にあたっては、店舗を持たないインターネット銀行のコスト競争力に加え、
当行グループのシステムの柔軟性・コスト競争力を活かし、顧客に便利でお得なサービ
スを提供することが肝要です。当行グループは、便利でお得なサービスの開発により一
層注力して、顧客口座の生活口座化を加速し、顧客基盤の拡充を図ってまいります。

ロ．資産運用の多様化による収益基盤の強化
日本銀行は、2024年3月の金融政策決定会合においてマイナス金利政策を解除し、

金融市場調節方針として、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、0〜0.1％程
度で推移するよう促すことを決定しました。当行は、現在、住宅ローン、カードロー
ン、教育ローン、オートローン、不動産担保ローン、リバースモーゲージ等のローンを
個人顧客向けに提供していますが、斯かる環境の変化のもと、ローン商品をさらに多様
化し、顧客の生活シーンで必要になる様々な資金需要に漏れなく応えることにより、更
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なる利息収益の拡大を図ることができると考えています。また、法人顧客に対する営業
体制の質的・量的強化による法人融資の増加、企業の保有する金銭債権、不動産等の証
券化をアレンジすることによる証券化資産への投資の増加等も、利息収益の上積みに寄
与するものと考えています。当行グループは、上記の施策をスピード感をもって実行
し、運用資産を多様化・増加することにより、利息収益の拡大を実現していきたいと考
えています。
また、当行の運用資産の多くは短期の市場金利の上昇にスライドして利回りが上昇す

るため、預金金利の上昇を適切にコントロールすることにより、運用利鞘を拡大するこ
とが可能であると考えています。
なお、日本銀行は、先述のマイナス金利政策の解除と同タイミングで、長期金利操作

（イールドカーブ・コントロール）を撤廃しました。これにより、長期金利が漸進的に
上昇しているため、今後、中長期金利に連動する運用資産を取得することによる収益獲
得の機会が増加する一方、既に当行が保有している有価証券に含み損が生じる、又は含
み損が拡大する可能性があります。

ハ．システムのキャパシティ及びセキュリティの確保
当行グループは、現在、インターネット銀行で最大の口座数、最大の預金量を有して

おり、現時点において、全ての顧客にサービスを提供するために十分なシステムのキャ
パシティを確保しています。また、犯罪、不正取引の手口分析等により将来の犯罪、不
正取引の傾向を予測し、先手を打った対策により業界最高レベルのセキュリティを顧客
に提供していると自負しています。しかし、顧客数は今後も増加することが見込まれる
ため、システムのキャパシティは、顧客の取引動向も踏まえて計画的に拡充していくこ
とが必要です。また、セキュリティについても、犯罪、不正取引の手口が時間の経過と
ともに変化するため、当行グループが適時に適切にセキュリティを改善し続けなけれ
ば、顧客をリスクに晒す結果になることも否定できません。当行としては、システムの
キャパシティの拡充、セキュリティの確保に十分な経営資源を継続的に投下し、全行的
な推進体制を構築することにより、常に十分なシステムのキャパシティを確保し、業界
最高レベルのセキュリティを提供し続けることを目指します。

ニ．コーポレート・ガバナンスの一層の充実
いかなる企業においても、コーポレート・ガバナンスの強化は、最重要経営課題の１

つであり、当行グループにおいても、常にコーポレート・ガバナンスの充実に取り組む
必要があります。特に、当行グループは、銀行業を営んでいるため、高いコーポレー
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ト・ガバナンスが求められます。当行グループは、経営環境の変化に迅速かつ的確に対
応できる業務運営体制、経営執行の公正性及び透明性を確保する経営監視機能の強化に
努め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。また、当行グルー
プは、今後も業容を拡大する見込みであるため、業容に応じたリスク管理態勢、コンプ
ライアンス態勢の構築が不可欠です。リスク管理態勢、コンプライアンス態勢の継続的
な向上を当行の最優先経営課題として位置づけ、全役職員が自らのこととして取り組む
ことにより、役職員ひとりひとりが銀行としての公共的使命を自覚し、行動する企業風
土の更なるレベルアップを図ってまいります。

ホ．自己資本の一層の充実
当行は、中長期ビジョンを達成するための “第二の成長ステージ” としての成長戦略

の１つとして、個人・法人顧客数の拡大による貸出利息収益の増加や運用資産の拡充を
掲げています。今後とも顧客基盤を拡充して事業拡大を図り、当行の優位性をより確固
たるものにするためには、運用資産の更なる多様化、運用資産の積み上げの加速が不可
欠であり、そのためには自己資本の継続的な充実が必要であると考えています。当行の
2024年３月末時点における「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する
資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平
成18年金融庁告示第19号）」に定められた算式に基づき算出された連結自己資本比率は
10.93％となっており、短期的に自己資本の充実に取り組まなければならない状況には
なく、自己資本の充実は現時点で優先的に対処すべき課題ではありませんが、今後の中
長期的な運用資産の積み上げを展望すると、毎期、確実に利益を蓄積して自己資本の一
層の充実を図ることが必要であると考えています。
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（2）企業集団及び当行の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（単位：億円）
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

経常収益 1,033 1,060 1,204 1,379
経常利益 275 279 387 483
親会社株主に帰属する当期純利益 193 200 276 344
包括利益 212 197 237 345
純資産額 1,867 2,064 2,316 2,795
総資産 64,868 94,906 115,895 134,804

② 当行の財産及び損益の状況
（単位：億円）

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
預金 57,655 77,653 91,298 105,402

定期性預金 4,452 3,975 7,483 8,145
その他 53,203 73,677 83,815 97,256

貸出金 18,956 29,425 37,690 40,293
個人向け 12,455 20,041 17,419 19,753
中小企業向け 77 71 184 182
その他 6,424 9,313 20,087 20,357

商品有価証券 ― ― ― ―
有価証券 3,846 8,160 9,808 12,864

国債 ― 4,841 6,403 6,445
その他 3,846 3,319 3,405 6,418

総資産 66,846 96,477 116,942 135,276
内国為替取扱高 641,273 820,117 966,615 1,084,660
外国為替取扱高 4,605 4,849 6,300 7,949
経常利益 27,870百万円 29,530百万円 40,581百万円 50,038百万円
当期純利益 19,466百万円 20,474百万円 28,073百万円 34,688百万円
１株当たり当期純利益 118円36銭 124円49銭 170円69銭 199円87銭
（注） 当行は、2022年９月27日を効力発生日として、普通株式１株を70株に分割しました。「１株当たり当

期純利益」については、2020年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しています。
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（3）企業集団の使用人の状況
当 年 度 末

銀 行 業
（国内）

銀 行 業
（海外） その他の事業

使 用 人 数 877人 164人 15人

（注） 使用人数は正社員、嘱託、契約社員及び出向者の人数を記載しており、当行から他社への出向者は除い
ています。

（4）企業集団の主要な営業所等の状況
① 銀行業

当行の主要な営業所及び営業所数
国内：本店 他２店
海外：樂天國際商業銀行股份有限公司（台湾）

② その他の事業
国内：楽天信託株式会社 本社
海外：該当事項はありません。
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③ 銀行代理業者の一覧
氏名又は名称 主たる営業所又は事務所の所在地 銀行代理業以外の主要業務

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２−６−21
楽天クリムゾンハウス青山 金融商品取引業

楽天生命保険株式会社 東京都港区南青山２−６−21
楽天クリムゾンハウス青山 生命保険業

楽天損害保険株式会社 東京都港区南青山２−６−21
楽天クリムゾンハウス青山 損害保険業

楽天カード株式会社 東京都港区南青山２−６−21
楽天クリムゾンハウス青山 クレジットカード事業

株式会社大垣共立銀行 岐阜県大垣市郭町３−98 銀行業
株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前３−１−１ 銀行業

株式会社And Doホールディングス 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル
手洗水町670 不動産業

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１−13−１ 生命保険業

④ 銀行が営む銀行代理業等の状況
該当事項はありません。

（5）企業集団の設備投資の状況
① 設備投資の総額

（単位：百万円）
事 業 セ グ メ ン ト 設 備 投 資 の 総 額

銀 行 業 9,369
その他の事業 ―
合 計 9,369

② 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
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（6）重要な親会社及び子会社等の状況
① 親会社の状況

会 社 名 所 在 地 主要業務内容 資本金 親 会 社 が 有 す る
当行の議決権比率 その他

楽天グループ
株式会社

東京都
世田谷区

電子商取引事業、
旅行代理店業 447,838百万円 49.26％ （注）1、2

（注）1. 当行は、楽天グループ株式会社との間で、両社の基本的な関係を定めることを目的とする経営基本
契約を締結しています。当該契約においては、当行が銀行として公益の観点から求められる経営の
独立性及び上場子会社として求められる独立性を楽天グループ株式会社が尊重する旨を規定してい
ます。また、楽天グループ株式会社は、当行が楽天グループ以外からの取締役の登用を積極的に行
う等、ガバナンスに対する適切なチェックが働く体制とすることを尊重するとともに、従業員に対
する当行の人事権を尊重する旨を規定しています。なお、当該契約において楽天グループ株式会社
に対する事前承認、事前協議事項は規定しておらず、当行から楽天グループ株式会社に対する報告
については、当該契約に基づき必要かつ法令等に抵触しない範囲で行っています。また、当該契約
において、楽天グループ株式会社は、当行の業況が悪化した場合には当行の業務の健全かつ適切な
運営を確保するために必要な措置を講じ、楽天グループ株式会社の業況が悪化した場合には、同社
が当行に対して資本出資、融資等の支援を要請しない旨を規定しています。

2. 当行は、「楽天」のブランドを表章するロゴやドメイン等を使用するために、楽天グループ株式会社
との間で非独占的ブランドライセンス契約を締結しています。当該契約に基づき当行が楽天グルー
プ株式会社に支払うブランドライセンス料は、当行グループの売上総利益の一定割合によっており、
その料率は楽天グループ株式会社と協議の上、合理的に決定しています。

② 子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主要業務内容 資本金 当行が有する子会社
の 議 決 権 比 率 その他

楽天信託株式
会社

東京都
港区 信託業務 259百万円 100.00％ ―

樂天國際商業銀行
股份有限公司

台湾
台北市 銀行業務 100億台湾ドル 50.00％ ―

（7）事業譲受等の状況
該当事項はありません。
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（8）その他企業集団の現況に関する重要な事項
剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め（会社法第459条第１項）がある

ときの権限の行使に関する方針
当行は、上場会社として、株主に対する安定的な配当を実施することは重要であると考

えています。
一方、当行は、未だ成長局面にあるため、内部留保の充実を優先し、事業規模の拡大、

収益の向上の速度を上げて企業価値の最大化を図ることが、より適切な株主還元になり得
るとも考えています。かかる２つの観点の最適バランスをその時々判断し、株主還元の充
実に努めてまいります。
当行は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う

ことができる旨を定款に定めています。なお、当行は剰余金の配当基準日として、毎年３
月31日を基準日とする期末配当、９月30日を基準日とする中間配当のほか、基準日を定
めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めており、具体的な配当回数に関する
方針は定めていません。
当事業年度の剰余金の配当は、行っていません。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けています。剰余金の配当

をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわら
ず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金
又は利益準備金として計上する必要があります。
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2. 会社役員（取締役、監査役）に関する事項
（1）会社役員の状況

（年度末現在）
氏 名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 そ の 他

永 井 啓 之 代表取締役社長最高執行役員
日本マルチペイメントネットワーク推進協議会
理事
楽天信託株式会社 取締役
樂天國際商業銀行股份有限公司 董事

―

三木谷 浩 史 取締役会長

楽天グループ株式会社 代表取締役会長兼社長
最高執行役員
合同会社クリムゾングループ 代表社員
楽天ヴィッセル神戸株式会社 代表取締役会長
一般社団法人新経済連盟 代表理事
公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団 理事長
株式会社楽天野球団 代表取締役会長兼オーナー
楽天グループ株式会社 グループカンパニーディビジョングループプレジデント
楽天メディカル株式会社 代表取締役会長
AST & Science, LLC Director
Rakuten Medical, Inc. Vice Chairman of
the Board & Co-CEO
楽天モバイル株式会社 代表取締役会長
楽天カード株式会社 取締役会長
楽天ペイメント株式会社 取締役会長
楽天インシュアランスホールディングス株式会
社 取締役会長
楽天証券ホールディングス株式会社 取締役会長
楽天シンフォニー株式会社 代表取締役会長兼CEO

―

海老沼 英 次 取締役（社外役員） 田辺総合法律事務所 パートナー弁護士
シンバイオ製薬株式会社 取締役 ―

茅 野 倫 生 取締役（社外役員） ― ―

長 門 正 貢 取締役（社外役員）

学校法人学習院評議員会 評議員
マッキンゼー・アンド・カンパニー シニアアド
バイザー
Insight Partners シニア・アドバイザー
一般社団法人日本工業俱楽部 理事

―

鹿 戸 丈 夫 常勤監査役 ― ―

山 田 眞之助 監査役（社外役員）

公認会計士山田眞之助事務所 所長
学校法人東邦大学 監事
社会福祉法人こどもの国協会 監事
三丸興業株式会社 監査役
横浜植木株式会社 監査役
エクシオグループ株式会社 監査役
株式会社T&Dホールディングス 取締役

（注）2
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氏 名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 そ の 他
柴 野 忠 道 監査役（社外役員） 株式会社LIFE CREATE 常勤監査役 ―

三 村 亨 監査役（社外役員） 芝綜合法律事務所 オブ・カウンセル
サンワード貿易株式会社 監査役 ―

（注）1. 当行は、取締役海老沼英次氏、茅野倫生氏及び長門正貢氏並びに監査役山田眞之助氏、柴野忠道氏
及び三村亨氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出
ています。

2. 監査役山田眞之助氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有しています。

当事業年度中に退任した会社役員
氏 名 地位及び担当 そ の 他

梶 本 繁 昌 監査役（社外役員） 2023年６月21日 退任

（2）会社役員に対する報酬等
① 取締役及び監査役の報酬等の総額

（単位：百万円）

区 分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数（名）固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬
取 締 役
（うち社外取締役）

131
（36）

96
（36）

34
（―）

―
（―） 4

監 査 役
（うち社外監査役）

29
（14）

29
（14）

―
（―）

―
（―） 5

計 160 126 34 ― 9
（注）1. 取締役報酬限度額は、2006年６月９日開催の第７期定時株主総会決議において、月額100百万円以

内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいています。当該株主総会終結時点の取締役
（うち、社外取締役は２名）の員数は11名です。

2. 監査役報酬限度額は、2000年１月14日開催の創立総会決議において、月額40百万円以内と決議い
ただいています。当該総会終結時点の監査役（うち、社外監査役は０名）の員数は１名です。

3. 当事業年度末日現在の人員は取締役５名、監査役４名です。上記の支給人員と相違しているのは、
無報酬の取締役１名が存在しており、また、2023年６月21日開催の第24期定時株主総会終結の時
をもって退任した監査役１名を含んでいることによるものです。

② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当行は、2022年９月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係

る決定方針を決議しています。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方
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法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決
定方針に沿うものであると判断しています。なお、非金銭報酬については、当事業年度末日
時点では導入していないものの、2024年６月27日開催の第25期定時株主総会での承認を
条件として、ストックオプション制度の導入を予定しています。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。

イ 基本方針
当行は、銀行としての社会的責任と公共的役割を自覚し、高い自己規律に基づく健全か

つ効率的な業務運営を心がけることにより、社会からの揺るぎない信頼と存在価値の確立
に努めるという当行の経営理念に沿って役員報酬制度を設計します。
報酬水準については、経済及び社会の情勢、業界動向、当行の経営環境及び業績の状況

等を踏まえ、取締役がその役割を最大限発揮するためのインセンティブとして、またその
責任や成果に対する対価として適切なものとなるよう決定します。

ロ 報酬構成
業務執行取締役の報酬は、固定報酬（基本報酬）、変動報酬（業績連動報酬、非金銭報

酬）の構成とし、経営目標の達成による持続的な成長及び中長期的な企業価値向上のた
め、変動報酬（業績連動報酬、非金銭報酬）の占める割合を高めた報酬体系とします。
非業務執行取締役の報酬は、客観的かつ独立した立場から当行の経営を監督するという

役割を勘案し、固定報酬とします。
それぞれの決定方針は以下のとおりです。
（イ）固定報酬
業務執行取締役の固定報酬部分は、役員としての職務内容・人物評価・在任年数、過

去における当行の業績及び企業価値の向上への貢献等を総合的に考慮して決定します。
非業務執行取締役の固定報酬は、各役員の人物評価、知識、経験、当行経営に対する

貢献への期待等を勘案して決定します。
（ロ）変動報酬
業務執行取締役の変動報酬部分は、当該期の当行の業績、当行業績・企業価値向上に

向けた取組への貢献等を勘案して決定します。

ハ 報酬決定プロセス
各取締役の具体的な報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長にその

決定を委任します。
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③ 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
代表取締役社長である永井 啓之が、取締役会よりその具体的内容について委任を受けた

上で、各取締役の報酬を決定しています。
委任を行った理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の評価を行うには代表取

締役社長が適していると判断したためです。なお、各取締役の報酬案は、上記②の方針の趣
旨を踏まえて、社外取締役全員で検討を行った上で株主総会において承認を得た報酬等の上
限額の範囲内において報酬案を決定しており、代表取締役社長は、当該報酬案を最大限尊重
して、各取締役の報酬を決定しています。

（3）補償契約
① 在任中の会社役員との間の補償契約
会社役員の氏名 補償契約の内容の概要

永 井 啓 之
役員等が責任追及等の対応に要した防御費用（弁護士費用等）や、第三者に対す
る損害賠償により生じた損失（損害賠償金）の補償（和解の際の和解金を含む）
を会社が補償するもの

三木谷 浩 史 同上
海老沼 英 次 同上
茅 野 倫 生 同上
長 門 正 貢 同上
鹿 戸 丈 夫 同上
山 田 眞之助 同上
柴 野 忠 道 同上
三 村 亨 同上

② 補償契約の履行等に関する事項
該当事項はありません。
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（4）役員等賠償責任保険契約に関する事項
当行は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しており、その内容は次のとおりです。

①被保険者の範囲
当行及びその全ての保険期間の開始日以前における当行の会社法(日本)上の子会社の取締

役及び監査役全員

②被保険者の実質的保険料負担割合
保険料は当行が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

③補填対象となる保険事故の概要
役員個人が職務執行に起因して損害賠償金・和解金等を負担することになった場合やその

争訟費用を負担した場合に、一定の範囲で保険金が支払われるものです。

④役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
犯罪行為や法令違反を認識して行った行為に起因する損害には保険金は支払われません。

また支払額に一定の限度を設けています。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を
決議しています。
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3. 社外役員に関する事項
（1）社外役員の兼職その他の状況

氏 名 兼 職 そ の 他 の 状 況

海老沼 英 次 田辺総合法律事務所 パートナー弁護士
シンバイオ製薬株式会社 取締役

茅 野 倫 生 ―

長 門 正 貢
学校法人学習院評議員会 評議員
マッキンゼー・アンド・カンパニー シニアアドバイザー
Insight Partners シニア・アドバイザー
一般社団法人 日本工業俱楽部 理事

山 田 眞之助

公認会計士山田眞之助事務所 所長
学校法人東邦大学 監事
社会福祉法人こどもの国協会 監事
三丸興業株式会社 監査役
横浜植木株式会社 監査役
エクシオグループ株式会社 監査役
株式会社T&Dホールディングス 取締役

柴 野 忠 道 株式会社LIFE CREATE 常勤監査役

三 村 亨 芝綜合法律事務所 オブ・カウンセル
サンワード貿易株式会社 監査役
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（2）社外役員の主な活動状況

氏 名 在任期間 取締役会及び監査役会
への出席状況

取締役会及び監査役会における
発言その他の活動状況

海老沼 英 次 ７年９ヶ月 当年度開催の
取締役会17回のうち出席17回

取締役会において、金融に関する豊富な
経験から、当行に対して有用な指摘、意
見をいただいています。

茅 野 倫 生 ２年３ヶ月 当年度開催の
取締役会17回のうち出席17回

取締役会において、金融に関する豊富な
経験から、当行に対して有用な指摘、意
見をいただいています。

長 門 正 貢 １年９ヶ月 当年度開催の
取締役会17回のうち出席17回

取締役会において、金融に関する豊富な
経験から、当行に対して有用な指摘、意
見をいただいています。

山 田 眞之助 ２年３ヶ月
当年度開催の
取締役会17回のうち出席17回
監査役会16回のうち出席16回

取締役会及び監査役会において、財務及
び会計に関する豊富な経験から、当行に
対して有用な指摘、意見をいただいてい
ます。

柴 野 忠 道 ２年３ヶ月
当年度開催の
取締役会17回のうち出席17回
監査役会16回のうち出席16回

取締役会及び監査役会において、企業監
査に関する豊富な経験から、当行に対し
て有用な指摘、意見をいただいていま
す。

三 村 亨 ９ヶ月
当年度開催の
取締役会13回のうち出席13回
監査役会13回のうち出席13回

取締役会及び監査役会において、金融に
関する豊富な経験から、当行に対して有
用な指摘、意見をいただいています。

（3）責任限定契約
当行は、定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役と

の間で会社法第423条第１項の責任を限定する契約を締結することができること、並びに
当該契約に基づく責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とするこ
とを定めており、三木谷浩史氏、海老沼英次氏、茅野倫生氏、長門正貢氏、鹿戸丈夫氏、
山田眞之助氏、柴野忠道氏及び三村亨氏との間で当該契約を締結しています。

（4）社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等
からの報酬等

報酬等の合計 7人 50 ―
（注）当事業年度末日現在の社外役員は６名ですが、上記の「支給人数」には、2023年６月21日開催の第24

期定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員１名を含んでいます。

（5）社外役員の意見
該当事項はありません。
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4. 当行の株式に関する事項
（1）株式数

発行可能株式総数 普通株式 630,000千株
発行済株式の総数 普通株式 174,482千株

（2）当年度末株主数
普通株式 17,687名

（3）大株主

株主の氏名又は名称
当行への出資の状況

持株数等（千株） 持株比率（％）
楽天グループ株式会社 85,962 49.26
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 11,424 6.54
株式会社日本カストディ銀行
（信託口） 9,225 5.28

MSIP CLIENT SECURITIES 8,827 5.05
J.P.MORGAN BANK
LUXEMBOURG S.A. 384513 3,918 2.24

GOVERNMENT OF NORWAY 3,638 2.08
JP JPMSE LUX RE
CITIGROUP GLOBAL
MARKETS L EQ CO

3,054 1.75

THE CHASE MANHATTAN BANK，
N．A． LONDON SPECIAL
ACCOＵＮＴ ＮＯ．１

2,413 1.38

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2,222 1.27
KIA FUND 147−TOKIO MARINE 1,421 0.81
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5. 当行の新株予約権等に関する事項
（1）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

該当事項はありません。

（2）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
2024年１月29日開催の取締役会決議による新株予約権
新株予約権の払込
金額

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
なお、職務執行の対価として公正発行により付与される新株予約権であり、有
利な条件による発行に該当しない。

新株予約権の行使
に際して出資され
る財産の価額

本新株予約権1個あたり１円とする。

新株予約権の行使
期間

本新株予約権発行の日（以下「発行日」という。）の１年後の応当日から10年
後の応当日までとする。
ただし、行使期間の初日又は最終日が当行の休業日に当たる場合は、その翌営
業日が行使期間の初日となり、その前営業日が行使期間の最終日となるものと
する。
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新株予約権の行使
の条件等

⑴ 本新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権
利行使時においても、当行の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位
にあることを要する。ただし、新株予約権者が退職時（退職時までに申込
みができない正当な事由が認められる場合は、退職後直近の申込期日）ま
でに、当行所定の手続きに従い本新株予約権行使の申込を行った場合、又
は諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りで
はない。

⑵ 本新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考
慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。

⑶ 本新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
⑷ 新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行
使することができる。

ⅰ）発行日からその１年後の応当日の前日までは、割り当てられた本新株予約
権の全てについて権利行使することができない。

ⅱ）発行日の１年後の応当日から発行日の２年後の応当日の前日までは、割り
当てられた本新株予約権の15％について権利行使することができる（権
利行使可能となる本新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これ
を切り捨てるものとする。）。

ⅲ）発行日の２年後の応当日から発行日の３年後の応当日の前日までは、割り
当てられた本新株予約権の35％（ただし、発行日の２年後の応当日の前
日までに本新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した本新
株予約権を合算して、割り当てられた本新株予約権の35％までとする。）
について権利行使することができる（権利行使可能となる本新株予約権の
数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）。

ⅳ）発行日の３年後の応当日から発行日の４年後の応当日の前日までは、割り
当てられた本新株予約権の65％（ただし、発行日の３年後の応当日の前
日までに本新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した本新
株予約権を合算して、割り当てられた本新株予約権の65％までとする。）
について権利行使することができる（権利行使可能となる本新株予約権の
数に１未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）。

2024年06月04日 16時31分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20240521_01）



39

ⅴ）発行日の４年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当て
られた本新株予約権の全てについて権利行使することができる。

⑸ 新株予約権者は、新株予約権又は株式に関連する法令で定められる、いか
なる税金等（日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、
社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。）について
もこれを納める責任を負い、当行が税金等の徴収義務を負う場合には、当
該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者か
ら税金等を徴収することができるものとする。

ⅰ）現金による受領
ⅱ）新株予約権者が保有する株式による充当
ⅲ）新株予約権者の給与、賞与等からの控除
ⅳ）その他当行が定める方法
⑹ その他詳細・条件は、当行取締役会において決定するものとする。

当行使用人等への
交付状況 新株予約権の

数
目的となる株式の
種類及び数

新株予約権等を交付
した者の人数

当行使用人 2,506個 普通株式
250,600株

662名
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6. 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の状況

氏名又は名称 当該事業年度
に係る報酬等 そ の 他

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 岩崎 裕男
指定有限責任社員業務執行社員 加藤 信彦

65百万円 （注）2、3

（注）1. 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。
2. 監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由

当行監査役会は、取締役、行内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じ
て、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根
拠などを確認し、検討した結果、これらについて相当であると判断したため、会計監査人の報酬額
について同意しています。

3. 当行における公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務は、環境パフォーマンス情報に対する結
論を表明する限定的保証業務です。

4. 当行、子会社及び子法人等が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は、66百
万円です。

5. 当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれら
の合計額を記載しています。

6. 上記の金額は、消費税及び地方消費税を含んでいません。

（2）責任限定契約
該当事項はありません。

（3）補償契約
該当事項はありません。

2024年06月04日 16時31分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20240521_01）



41

（4）会計監査人に関するその他の事項
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査

役会は、監査役全員の同意により解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があ

ると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容
を決定いたします。
なお、取締役会が、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があ

ると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監
査役会に請求し、監査役会はその適否を判断した上で、株主総会に提案する議案の内容を
決定いたします。

7. 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
該当事項はありません。
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8. 業務の適正を確保する体制
当行は、取締役会において「内部統制システムに関する体制及び運用に係る基本方針」を決

議しています。その概要は以下のとおりです。

（1）取締役及び使用人の職務執行が法令･定款に適合することを確保するための体
制
当行は、当行の「経営理念・経営方針」に則り、法令を遵守することはもとより、高い

倫理観をもって事業活動に取り組みます。
取締役会は、取締役会において決議した「コンプライアンス規程」及び「倫理規程」に

基づき、コンプライアンスを実現するための具体的な手引書であるコンプライアンス・マ
ニュアルを整備するとともに、年度初にコンプライアンスを実現させるための具体的実践
計画であるコンプライアンス・プログラムを策定しています。また、コンプライアンスに
関する統括部署を設置し、コンプライアンス・プログラムの進捗状況のフォローアップを
実施しています。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然として対応し、一切

の関係を遮断しています。
取締役及び使用人の職務執行については、監査役及び代表取締役社長直轄の独立組織で

ある内部監査室による定常的な監査を実施するとともに、コンプライアンス委員会等によ
りコンプライアンスに対する取組を進め、適正な職務執行を徹底しています。
また、社外取締役及び監査役による取締役の職務執行に対する監督を徹底しています。
さらに、コンプライアンスに関する統括部署は、全ての役員・使用人に対して当行並び

に楽天グループの一員として必要な知識及び倫理観の醸成を図るべく、コンプライアンス
教育を実施するとともに、不正行為の早期発見及び不祥事件等の未然の防止を図るため、
コンプライアンス・ホットラインを設置し公益通報者保護法に基づいた措置等の適切な運
用を推進するものとしています。

（2）取締役の職務執行に関する情報の保存・管理体制
当行における取締役の職務執行に関する文書、電磁的記録等の各種情報は、「文書管理

規程」、「稟議規程」等の社内規程に則り、適法・適切に保存・管理するものとし、取締役
及び監査役は当該情報を常時閲覧することができるものとします。
会社の重要な情報の適時開示については、取締役会において決議した「会社情報開示規

程」に基づき、各部室は、銀行法、会社法、金融商品取引法等の諸法令及び社内規程を遵
守し、開示の基本原則に従って会社情報の開示がなされるよう努めるものとします。
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（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業活動に伴い生じる各種リスクについては、社内規程、細則等に基づきそれぞれの担

当部署で適切に対処します。
情報管理に伴うリスクについては、情報セキュリティ・リスク管理を掌る部署を中心

に、リスク管理を徹底し、当該リスクの極小化を図ります。また、緊急報告体制の強化に
より各種リスク情報の迅速な集約を推進するものとします。
事業に伴うリスクについては、一定額以上の案件につき取締役会の決議を必要とするこ

とによって、取締役の職務執行を適切に監督するとともに、経営会議、案件委員会、リス
ク管理委員会等における事業遂行に係るリスクに関する報告を徹底することにより、リス
ク情報の集約及びリスク管理の徹底を行います。
また、著しい損害を及ぼす事態が現に発生した場合を想定し、損害を最小限にとどめる

ために必要な対応計画を整備・運用し、事業の継続に関する方針を定め、常に見直すこと
とします。
内部監査については、取締役会において決議した「内部監査規程」に基づき、内部監査

室は当行の業務運営全般における内部管理態勢及びリスク管理態勢の適切性や有効性の検
証を行います。その結果のうち重要と判断される事項については取締役会及び監査役会に
報告するものとします。

（4）取締役の職務執行が効率的に行われるための体制
取締役の職務執行に関しては、「取締役規程」、「組織管理規程」、「分掌権限規程」等の

社内規程により職務権限及び責任範囲を適切に定め、適切かつ効率的な意思決定体制を構
築します。また、各種社内手続の電子化を推進することにより、意思決定の明確化・迅速
化を図っています。
業務執行に関する重要な事項については経営会議で事前審議を行うことにより、取締役

会における審議の効率性を確保しています。
意思決定に基づく業務の執行にあたっては、取締役会において選任された役員等がその

担当業務の執行を行うことにより、機動的な職務執行を促進しています。
取締役会は、取締役会において決議した「経営計画管理規程」に基づき、中期経営計画

及び年度経営計画を策定し、職務の執行の状況を定期的に検証します。
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（5）財務報告の適正な実施のための体制
経営情報、財務情報等の開示事項等に係る財務報告に関しては、業務の適正を確保する

ための体制の整備を行い、適切な会計処理及び適時の開示を行うとともに、金融商品取引
法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に準拠しその有効性を評価
してまいります。

（6）企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役会において決議した「取締役会規程」、「楽天グループにおける銀行の健全性確保

に関する規程」及び「子会社・関連会社管理規程」に基づき、グループ会社管理を掌る部
室及び事業所管部室は子会社及び関連会社の経営管理及び事業管理を実施します。
また、取締役会において決議した「特定関係者・関連当事者との取引規程」に基づき、

グループ各社との取引において相互に不利益を与えないよう銀行法の定めるアームズ・レ
ングス・ルールを遵守します。
さらに、取締役会において決議した「内部監査規程」に基づき、内部監査室は当行及び

当行子会社を対象として内部監査を行い、検証結果のうち重要と判断される事項について
は取締役会及び監査役会に報告するものとします。

（7）楽天グループ株式会社との適切な関係を確保するための体制
楽天グループ株式会社との間で「経営基本契約」を締結し、楽天グループ株式会社は当

行が銀行として公益の観点から求められる経営の独立性及び上場子会社として求められる
独立性を尊重することとしています。また、楽天グループ以外からの取締役の登用を積極
的に行う等、ガバナンスに対する適切なチェックが働く体制とすることを尊重するととも
に、従業員に対する当行の人事権を尊重するものとしています。なお、同契約において楽
天グループ株式会社に対する事前承認、事前協議事項は規定しておらず、報告については
同契約に基づき必要かつ法令等に抵触しない範囲で行ってまいります。
楽天グループ株式会社からのグループ事業戦略上の要請に基づく経営方針の決定や当行

グループと楽天グループの相互に関連する人事案件及び原則として分掌権限表に規定され
た社長権限以上の楽天グループとの取引及び行為については、予め当行の業務の健全かつ
適切な運営及び少数株主保護の観点から支障がないかを特別監視委員会に諮問します。
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（8）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項、監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す
る事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助するために、監査役会のもとに監査役会事務局を設置し、監査役会

事務局に所属する使用人の業務執行については、取締役の指揮命令を受けないものとしま
す。当該使用人は監査役の指示に従わなければならないものとします。また、当該使用人
の独立性に関する事項は監査役会の同意を必要とするものとします。

（9）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告
に関する体制
取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役その他これらに相当する者及び使用人

は、監査役に対して法定の報告を行うとともに、監査役からの要請に応じて必要な報告及
び情報提供を行うものとします。なお、当行及び当行グループに著しい損害を及ぼすおそ
れのある事実や、不正の行為又は法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合には、
直ちに当該事実を監査役へ報告するものとします。
また、取締役会において決議した「コンプライアンス規程」に基づき、報告を行った者

が当該報告を行ったことを理由として不当な取扱を受けることはないものとします。

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査業務の実効性を確保するため、必要に応じて会計監査人、取締役、内部

監査室等から報告を求めることができます。
また、監査役は取締役会に出席する他、経営会議その他の重要な委員会等に出席できる

ものとします。なお、取締役及び使用人は、監査役からの調査又はヒアリング依頼に対し
協力する他、「監査役会規程」、「監査役会監査細則」及び「内部統制システムに係る監査
細則」を尊重するものとします。
監査役がその職務の執行について生じる必要な費用について当行に請求を行った場合に

は、当行はその費用を負担するものとします。
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9. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
上記8.「業務の適正を確保する体制」に基づく、当行の内部統制システムの当連結会計年度

における運用状況の概要は以下のとおりです。

（1）取締役及び使用人の職務執行が法令･定款に適合することを確保するための体
制
2023年４月24日に当連結会計年度のコンプライアンス・プログラムを制定し、その後

コンプライアンス・プログラムの進捗状況について2023年７月、10月、2024年１月、
４月の四半期毎にレビューを行い、取締役会へ報告しました。また、当連結会計年度にお
いてコンプライアンス委員会を22回開催し、コンプライアンスへの取組を進めています。
内部監査については、業務別監査２件、テーマ別監査13件、システム監査４件、内部

管理態勢監査18件、外部委託先立入監査２件、合計39件の監査を実施しています。

（2）取締役の職務執行に関する情報の保存・管理体制
「文書管理規程」、「稟議規程」に基づく保存管理及び、「会社情報開示規程」に基づく

必要な開示を実施しています。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
各種リスクについては、毎月リスク管理委員会で報告が行われており、当連結会計年度

においてリスク管理委員会を13回開催いたしました。また、一定額以上の案件につき取
締役会にて決議するとともに、必要な事案について経営会議、案件委員会、リスク管理委
員会等において事業遂行に係るリスクに関する報告を行っています。

（4）取締役の職務執行が効率的に行われるための体制
当連結会計年度において取締役会を17回開催しました。
また、「取締役規程」、「組織管理規程」、「分掌権限規程」等の社内規程により職務権限

及び責任範囲を定めていますが、適切で効率的な職務執行体制確保のため、当連結会計年
度におきましては、３回の「分掌権限規程」の見直しを実施しています。
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（5）財務報告の適正な実施のための体制
経営情報、財務情報等の開示事項等に係る財務報告に関しては、適切な会計処理及び適

時の開示を行うとともに、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価及び
監査の基準」に準拠しその有効性を評価いたしました。

（6）企業集団における業務の適正を確保するための体制
「取締役会規程」、「楽天グループにおける銀行の健全性確保に関する規程」、「子会社・

関連会社管理規程」に基づき、子会社及び関連会社の経営管理及び事業管理を実施してい
ます。なお、子会社の楽天信託株式会社につきましては、当行より４名の取締役及び１名
の監査役を派遣しています。
また、内部監査室は楽天信託株式会社及び樂天國際商業銀行股份有限公司の内部監査部

門からの報告を受け、必要に応じて当行子会社の内部監査を行っています。

（7）楽天グループ株式会社との適切な関係を確保するための体制
当連結会計年度において特別監視委員会を14回開催いたしました。

（8）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項、監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す
る事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務遂行を補助するために、2024年3月末現在、監査役会のもとに3名の使用

人からなる監査役会事務局を設置しています。当該使用人は取締役の指揮命令を受けず、
また当該使用人の独立性に関する事項は監査役会の同意事項となっています。

（9）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告
に関する体制
監査役は必要に応じて必要な報告及び情報提供を受けています。

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は取締役会に出席する他、経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員

会、案件委員会、運用委員会等の会議に出席いたしました。また監査役の職務執行につい
て生じる必要な費用については当行が費用を負担しています。
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10. 特定完全子会社に関する事項
該当事項はありません。

11. 親会社等との取引に関する事項
上記8.「業務の適正を確保する体制」（7）に記載のとおり、当行は、独立役員（一般株主と

利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役をいいます。）から構成される「特
別監視委員会」を設置し、楽天グループ㈱からのグループ事業戦略上の要請に基づく経営方針
の決定や当行グループと楽天グループの相互に関連する人事案件及び楽天グループ㈱との経営
基本契約の締結や非独占的ブランドライセンス契約の締結をはじめとする楽天グループとの取
引及び行為の実行に際して、アームズ・レングス・ルールや利益相反取引等について、銀行の
業務の健全かつ適切な運営確保の観点から妥当性を検証するとともに、少数株主保護の観点か
ら必要性及び妥当性を検証することとし、同委員会に事前に諮問又は事後に報告をしなければ
ならないこととしています。また、特別監視委員会構成員の一部より、反対意見が出された議
案については、取締役会より下位の決裁権限事項であっても、取締役会決議事項とすることを
「特別監視委員会規程」に規定しています。
さらに、特別監視委員会規程の別紙に、月次・四半期・半期の定例報告事項として、「楽天

グループとの取引残高報告」、「楽天カードスーパートラストのパフォーマンス報告」、「楽天グ
ループとの取引の一覧（特定関係者取引）」、「関連当事者取引一覧」、「出向者の状況」、「楽天
グループ㈱とのグループコアアセットの利用等に関する契約に基づくグループコアアセット利
用料及び非独占的ブランドライセンス契約に基づくブランドライセンス料の妥当性の検証」、
「楽天グループ㈱とのグループ包括契約に係る費用の妥当性の検証」、「常勤取締役の楽天グル
ープ主催会議への出席状況」を規定し、楽天グループとの取引に、アームズ・レングス・ルー
ル、利益相反取引の観点からの妥当性を検証する体制を構築しています。加えて「楽天グルー
プとの取引残高報告」については、取締役会にも報告しています。なお、当連結会計年度にお
ける楽天グループとの取引の妥当性について、取締役会及び特別監視委員会において、疑義が
述べられた事案はございません。

12. 会計参与に関する事項
該当事項はありません。

13. その他
該当事項はありません。
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東京マリオットホテル  地下1階  ザ・ゴテンヤマボールルーム
東京都品川区北品川四丁目７番36号　電話（03）5488-0234（会場代表）

株主総会会場ご案内図

 交通の
ご案内

会　場

ＪＲ各線・京急線�「品川駅」� 高輪口より徒歩約15分
京急線� 「北品川駅」� より徒歩約5分

ウィング高輪WEST

交番

歩
道
橋
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JR品川駅
京急品川駅

御殿山トラストシティ行
（都営バス⑥番乗り場）

送迎バス乗り場

品川駅前拡大図

品川駅高輪口から東京マリオットホテル（御殿山トラストシティ）間の無料都営バスがございます。時刻表は東京
マリオットホテルのホームページをご参照ください。https://www.tokyo-marriott.com/guide/access.html
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